
（参考１）

林野公共事業における事業評価制度の体系図

○ 前提条件 [事業のニーズ、政策的重要性等]

事

前 ○ 費用対効果分析その他の手法により、定量的・定性的
に示された分析結果を踏まえて、総合的・客観的に評価

評

価
事業に着手する妥当性がない

評 価

事業に着手する妥当性がある

事 業 実 施 事業は実施しない

○ 期中の評価の内容
・費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化
・森林・林業情勢、農山漁村の状況

その他の社会経済情勢の変化 ・事業採択後５年間未着手
期 ・事業の進捗状況 ・10年経過時点で未完了

・関連事業の進捗状況 ・事業実施計画の変更討等
中 ・地元（受益者、地方公共団体等）の意向

・事業コスト縮減等の可能性
の ・代替案の実現可能性（上記の検討の結果、

問題があると認められる場合に限る。）
評 事業の中止・休止

計画の見直しが必要

価 評 価

計画に沿って継続する妥当性がある 計 画 の 変 更

事 業 の 継 続
（５年ごと）

事 業 の 完 了

（おおむね５年経過後）

完 ○ 完了後の評価の内容
了 ・ 費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化
後 ・ 事業効果の発現状況
の ・ 事業により整備された施設の管理状況
評 ・ 事業実施による環境の変化
価 ・ 社会経済情勢の変化

・ 今後の課題等

対象事業等について必要な措置、事業の在り方の検討、事業評価手法

の改善等

※事業評価については、あらかじめ学識経験者等により構成される第三者機関の意見を聴取


